
 

別紙２ 

登録・許可申請手続きの内容について 

【産業廃棄物処理業の場合】 
(1) 現行許可の取扱いについて 

        H20.4.1（移行日）        許可の有効期限 

 
 (2) 更新許可申請の手続き（移行日前に申請） 

        Ｈ20.3.1    Ｈ20.4.1       Ｈ20.6.1          Ｈ25.6.1 
        更新許可申請   移行日        許可期限         5年後の許可期限 

 
 
 (3) 更新許可申請の手続き（移行日後に申請） 

   Ｈ20.4.1    Ｈ20.5.15      Ｈ20.7.15         Ｈ25.7.15 
        移行日     更新許可申請       許可期限        5年後の許可期限 

 
 
 
 
 
 
 
 

岩手県 

盛岡市 

知事許可 

みなし許可 

更新許可 

更新許可 

２ヶ月前から受付 

２ヶ月前から受付 

許可期限後も引続き、盛岡市内外で業を行う場合には、岩手県知事及び盛岡市長に対してそれぞ

れ許可申請が必要。 

岩手県 

盛岡市 

知事許可 

みなし許可 

更新許可 

３ヶ月前から受付 

盛岡市に対する更新許可申請は要しない。 

岩手県 

盛岡市 

知事許可 

みなし許可 



 

【自動車リサイクル法関連事業の場合】 
(1) 現行登録・許可の取扱いについて 

○盛岡市内のみ事業所がある場合 

        H20.4.1（移行日）            登録・許可の有効期限 

 
○盛岡市内及び盛岡市を除く岩手県内のそれぞれに事業所がある場合 
        H20.4.1（移行日）              登録・許可の有効期限 

 
○盛岡市を除く岩手県内のみに事業所がある場合 
 従来どおり岩手県への更新申請が必要となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岩手県 

盛岡市 みなし登録・許可 

盛岡市長のみなし登録・許可に移行 

（岩手県知事の登録・許可は失効） 

岩手県 

盛岡市 ・盛岡市内の事業所のみ、みなし登録・許可 

    ・盛岡市内分は盛岡市長のみなし登録・許可に移行 
    ・盛岡市を除く岩手県内の事業所については現行どおり 


